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第１章　終了時評価調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

パナマ航海学校（Ｅｓｃｕｅｌａ  Ｎａｕｔｉｃａ  ｄｅ  Ｐａｎａｍａ：ＥＮＰ）は、１９５８年パナマ国教育省によ

り設立された同国唯一の商船乗組員（士官および部員）の養成機関である。

１９８２年から４年間、国際海事機関（ＩＭＯ）は、同校の教育訓練内容をＳＴＣＷ条約に準拠すべ

く技術協力を実施した。ＥＮＰにおける教育訓練は同条約に基づいて行われているものの、ＩＭＯ

供与機材の老朽化が進み十分な効果があがっていないのが実情である。また、法律で定められて

いるパナマ国籍船へのパナマ人船員の乗組定数は満たされておらず、さらに２０００年のパナマ運

河管理のパナマ帰属を控え、同国人船員の不足解消も将来的な課題となっている。このような状

況のもと、パナマ政府は１９９１年、わが国にＥＮＰに対するプロジェクト方式技術協力を要請して

きた。

同要請に基づき、１９９２年１１月に事前調査、１９９３年９月に実施協議調査団を派遣し討議議事

録（Ｒ／Ｄ）の署名・交換をした。

本プロジェクトの協力期間は１９９３年１０月１日～１９９８年９月３０日となっており、１９９３年

１１月には調整員、１９９４年１月には長期専門家２名（航海、機関各１名）を、同年２月にはチー

フアドバイザーをそれぞれ派遣し、ＥＮＰにおける船員教育をＳＴＣＷ条約に整合したものにする

というＲ／Ｄに沿った活動を行っている。また、協力開始後も１９９５年１月の計画打合せ調査団

および１９９６年１２月の巡回指導調査団をそれぞれ派遣し、プロジェクト活動の進捗状況および活

動計画の見直し、プロジェクト運営にかかる懸案事項などについてパナマ側と協議を行った。

このたび、予定協力期間が満了するのに先立ち、プロジェクトの成果を調査し、今後の協力の

あり方を検討するため終了時評価調査団を派遣し、現地においてパナマ側と合同委員会を開催し

て合同評価を行うこととなった。調査団はＲ／Ｄ、各調査時のミニッツ、年間計画、プロジェク

ト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）などの資料と、日本人専門家およびパナマ人カウンターパー

トからのヒアリングに基づき、①プロジェクトの目標達成度、②実施の効率性、③効果、④計画

の妥当性、⑤自立発展性の５項目の観点から、パナマ側と合同評価を行った。
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1 － 2　調査団の構成

（氏名）　    　　　（担当分野） 　　　   （所属）

江口　秀夫　　　団長・総括　　国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力二課課長代理

米原　健一　　　航海　　　　　運輸省航海訓練所研究調査部第二課総括

奥田　勝三　　　機関　　　　　運輸省海上技術安全局船員部教育課専門官

松井　　恒　　　評価計画　　　国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第二課

岸並　　賜　　　評価分析　　　（株）パデココンサルティング部

1 － 3　調査日程

日順 月日（曜） 移動および業務 宿泊地

１ ５月１６日（土）成田ＪＬ００６（１２：００）→　ニューヨーク（１１：２０） ﾆ ｭ ｰ ﾖ ｰ ｸ

２ １７日（日）
ニューヨークＡＡ１８１９（１１：５７）→　マイアミ（１５：５７）
パナマＡＡ９７７（１７：１０）→　パナマ（１９：１８）

パナマ

３ １８日（月）
在パナマ日本大使館表敬、ＪＩＣＡパナマ事務所打合せ
ＥＮＰ表敬、ＥＮＰ移転予定地視察、学術都市財団表敬

パナマ

４ １９日（火）海運庁表敬、ＥＮＰ協議・資料収集 パナマ

５ ２０日（水）ＥＮＰ協議・資料収集 パナマ

６ ２１日（木）経済企画省表敬、教育省表敬、ＥＮＰ協議・資料収集 パナマ

７ ２２日（金）ＥＮＰ協議 パナマ

８ ２３日（土）団内打合せ、資料整理 パナマ

９ ２４日（日）団内打合せ、資料整理 パナマ

１０ ２５日（月）合同委員会 パナマ

１１ ２６日（火）ミニッツ修正 パナマ

１２ ２７日（水）ミニッツ署名、在パナマ日本大使館・ＪＩＣＡパナマ事務所報告 パナマ

１３ ２８日（木）
パナマＡＡ９５８（１０：００）→　マイアミ（１３：４８）
マイアミＡＡ１７７０（１５：２０）→　ニューヨーク（１８：１９）

ﾆ ｭ ｰ ﾖ ｰ ｸ

１４ ２９日（金）ニューヨークＪＬ００５（１３：３０）→ 機内泊

１５ ３０日（土）→　成田（１６：１０）
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1 － 4　主要面談者

＜パナマ側＞

（１）教育省（Ｍｉｎｉｓｔｒｙ  ｏｆ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）

Ｄｒ．  Ｐａｂｌｏ  Ａｎｔｎｉｏ  Ｔｈａｌａｓｓｉｎｏｓ Ｍｉｎｉｓｔｅｒ

Ｍｓ．  Ｍｉｒｎａ  ｄｅ  Ｃｒｅｓｐｏ Ｇｅｎｅｒａｌ  Ｄｉｒｅｃｔｏｒ  ｏｆ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

Ｍｒ．  Ｓａｍｕｅｌ  Ｓａｎｃｈｅｚ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ  ｏｆ  Ｔｈｉｒｄ－Ｌｅｖｅｌ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

（２）海運庁（Ｐａｎａｍａ　Ｍａｒｉｔｉｍｅ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）

Ｍｒ．  Ｒｕｂｅｎ  Ｒｅｉｎａ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ

Ｍｓ．  Ｆｕｌｖｉａ  Ｇａｒａｙ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ

（３）経済企画省（Ｍｉｎｉｓｔｒｙ  ｏｆ  Ｐｌａｎｎｉｎｇ  ａｎｄ  Ｅｃｏｎｏｍｉｃ  Ｐｏｌｉｃｙ）

Ｍｒ．  Ａｌｆｒｅｄｏ  Ｂｒｏｃｅ Ｃｈｉｅｆ  ｏｆ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ  Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ

Ｍｓ．  Ｅｉｒａ  Ｒｏｓａｓ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ  ｏｆ  Ｂｉｌａｔｅｒａｌ  Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ

Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ

（４）パナマ航海学校（Ｐａｎａｍａ  Ｎａｕｔｉｃａｌ  Ｓｃｈｏｏｌ）

Ｍｒ．  Ｖｉｃｅｎｔｅ  Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ　　　　 Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ

Ｍｒ．  Ｃｅｓａｒ  Ｅ．  Ｒｅｙｅｓ  Ｇｏｎｚａｌｅｚ

Ｍｒ．  Ｃａｒｌｏｓ  Ｍａｎｕｅｌ  Ｃｈａｎｇ

Ｍｒ．  Ｅｎｃａｒｎａｔｉｏｎ  Ｔｏｒｉｂｉｏ

Ｍｒ．  Ｈｅｃｔｏｒ  Ｍｏｊｉｃａ

Ｍｒ．  Ｊａｖｉｅｒ  ｏ．  Ｃａｓｔｉｌｌｏ

Ｍｒ．  Ｇａｂｒｉｅｌ  Ｇｕｔｉｅｒｒｅｚ  Ｏ．

＜日本側＞

（１）在パナマ日本大使館

伊藤　栄治　　　　　　　 臨時代理大使

瀬賀　康博　　　　　　　 二等書記官

（２）ＪＩＣＡパナマ事務所

河合　恒二　　　　　　　 所長

谷口　　誠　　　　　　　 所員

Ｍｒ．  Ｃａｒｌｏｓ  Ｚａｍｂｒａｎｏ

（３）長期専門家

山内　　悟 チーフアドバイザー

湯川　君平　　　　　　 航海

高野　健吉　　　　　　 機関

伊藤玄一郎　　　　 業務調整
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第２章　要　　　約

2 － 1　終了時評価調査結果

本調査では、パナマ航海学校（ＥＮＰ）、教育省、海運庁、経済企画省などパナマ側関係機関と

の協議およびヒアリングを行い、派遣専門家との協議も踏まえて、ＰＣＭによる評価５項目によ

る分析を行った。評価内容についてはパナマ側、日本側の合同評価報告書を作成し、ミニッツに

添付した。

各項目ごとの評価結果は以下のとおりである。

（１）目標達成度

プロジェクトの当初目標は１９７８年に制定されたＳＴＣＷ条約（船員の訓練および資格証明

ならびに当直に関する国際条約）に準拠した教育をＥＮＰが実施するため支援することであっ

た。

ＳＴＣＷ条約は１９９５年に改正されたが、船員教育に関しては教育項目として荷役に関する

項目が加わったこと、推奨要件の一部が強制要件になったことなどの変更はあるものの、大

部分の内容については大きな変更はなく、国際基準に準拠した教育を行うというプロジェク

ト本来の趣旨に照らし現在プロジェクトは１９９５年に改正されたＳＴＣＷ条約に適合するため

の技術移転を行っている。シラバスについてもＳＴＣＷ条約に対応するために必要な追加・変

更は完成されており、実習で利用することになる各種の教育機器についてのマニュアル作成、

操作指導、保守指導、講義への活用に対する指導も実施されている。しかしながら一部の機

材については、ＥＮＰの移転によって生じた機材設置の遅れ、１９９５年のＳＴＣＷ条約改正に伴

い追加された機材も、到着時とＥＮＰ移転の時期が重なるために実習利用に至るまでの指導の

時間が十分とれないことから、１９９８年９月末日の予定協力期間内で技術移転が終了しない

ものが「航海」「機関」いずれにもある。

（２）効果

卒業生の多くは船員となっており、長期間勤務するものは２等航海士・機関士となること

が期待されている。パナマ運河を有し、また多くの便宜置籍船を持つパナマにおいてはパナ

マ運河委員会（ＰＣＣ）スタッフ・船舶検査技師などの高度な技術を持った人材も必要となっ

ており、ＥＮＰは国立で唯一の船員教育の機関としてこれらの需要に応える人材を輩出するこ

とも期待されている。
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（３）実施効率性

日本側は８名の長期専門家、２１名の短期専門家（１９９８年度予定も含む）、１６名のカウン

ターパート研修実施（１９９８年度予定も含む）、約６．６億円の機材供与、さらにプロジェクト

基盤整備費による対応を実施した。パナマ側もカウンターパート研修を受講したカウンター

パートの退職などの問題はあったものの人員の補充に迅速に対応し、Ｒ／Ｄに定められたカ

ウンターパート配置・予算措置を実施した。これら投入の内容・時期は大部分が当初予定ど

おり進捗し、有効かつ適切であったと判断されるが、ＥＮＰ移転という事態により生じた機材

設置の遅れから技術移転の進捗に支障をきたしたものもあった。

（４）計画の妥当性

パナマにおいて海運は経済の命脈を握る重要な分野であり、ＥＮＰはパナマ唯一の国立の士

官養成機関であり、船員教育の質の向上に資するプロジェクトはパナマの政策と合致してい

る。また、海運会社もＥＮＰに対し、さらなる教育内容の高度化による優秀な人材育成を要請

しており、ＥＮＰの存在意義は非常に大きい。

（５）自立発展性

　１）制度的側面

ＥＮＰは現在学術都市構想の中核的な一機関として位置づけられている。また１９９８年に

入り所管官庁が教育省から新設された海運庁へ移管されたことで、学校としての組織は強

化されることが期待される。

　２） 財政的側面

１９９８年になってからの海運庁への所管官庁の移管、教育税のなかから船員教育に対する

支出（３％）の法制化、卒業生対象のセミナー開催による独自収入の手立てなどＥＮＰを取

りまく経済的状況は好転していることから、今後財政的に自立発展していくと考えられる。

　３）技術的側面

カウンターパートは技術移転により教材の作成や供与機材を用いた実習を行うことがで

きるようになり、これらの成果を船員教育に活用していく自信を持っている。

また、技術移転を受けたカウンターパートが将来にわたりＥＮＰにおける船員教育に携わ

ることにより、その質を高い水準に保つことが可能となる。

現在、パナマ運河委員会の船舶を使用して実習が行われているが、これは座学による理

論、機材を用いての実習とあわせて実体験として乗船することになり、絶大な教育効果を

生むものと考えられる。このようにＥＮＰは今後パナマ運河委員会およびそれ以外の関連機

関とも関係を強化することにより、実社会としての海運業界が求める技術について教育に
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反映することが技術的サスティナビリティーの観点からも重要である。

2 － 2　総括

（１）教訓と提言

プロジェクトは、日本・パナマ双方の努力により着実な成果をあげつつある。またＥＮＰが

海運庁へ移管され組織強化・適切な予算措置がなされることにより活動が活発化すると考え

られる。これらのことにより、本プロジェクトの成果は船員教育の近代化に大きく貢献し、

パナマにおける海事・海運に重点を置く開発政策に合致するものである。しかしながら、学

校移転に伴う機材設置などの遅れに起因する技術移転未完了の部分がありフォローアップ協

力の必要性があると判断する。

今後ＥＮＰが自立発展していくため、１）教官の定着と増員、２）図書館機能の充実、３）船員

再教育コースの実施、４）機材維持管理の予算措置に配慮した学校開発計画を立案し、必要な

予算について海運庁と協議することが重要であるとの提言を行った。

（２）所管官庁の変更

１９９８年２月に制定された法律により海運庁が設立され、ＥＮＰの所管官庁は教育省から海

運庁へ移管された。現在は移管の準備期間にあたっていることから、１９９８年については教育

省が実質的に予算措置を行っており、ＥＮＰ移転も教育省の管轄のもとで実施されている。

なお、調査団は海運庁長官にＥＮＰに対する方針を聴取したところ、海運庁はパナマにおけ

るＥＮＰの位置づけの重要性を十分に認識しており、予算措置などについてＥＮＰの活動を積極

的にバックアップする旨明らかにした。

（３）ＥＮＰ移転など

現在予定されているＥＮＰ移転について調査団は以下を確認した。

・ＥＮＰ移転については１９９８年７月２４日までに実施される。

・教育省は移転費用として約４万ＵＳドル、改装費用として約１８万ＵＳドルを予算措置す

る。

（４）プロジェクト延長について

本プロジェクトは、協力期間中に改正されたＳＴＣＷ条約への対応およびＥＮＰの移転という

事態により生じた機材設置の遅れの理由により、技術移転が完了していないこと、ならびに

フォローアップ協力についてパナマ側は強く要望していることから、調査団としても延長に

かかる必要性および妥当性を確認した。
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第３章　評価結果

3 － 1　目標達成度

プロジェクトの目標は、パナマ航海学校（ＥＮＰ）において１９７８年ＳＴＣＷ条約（船員の訓練お

よび資格証明ならびに当直に関する国際条約）に準拠した教育訓練を実施できるようになること

である。この目標達成のため、Ｒ／Ｄに沿って日本側の投入（専門家派遣、カウンターパート研

修の実施、機材供与）およびパナマ側の投入（カウンターパートの配置、運営コストの負担）が計

画された。

プロジェクト開始後、１９９５年にＳＴＣＷ条約が改正され、この対応について検討した結果

「ＥＮＰが国際基準に準拠した船員教育を実施できる」というプロジェクト本来の趣旨に照らし、

１９９５年改正ＳＴＣＷ条約により新たに強制されることになった要件も技術移転内容に含めること

になり、現在プロジェクトは１９９５年改正ＳＴＣＷ条約に適合するための技術移転を実施している。

１９９５年改正ＳＴＣＷ条約の主な改正内容は、

　・甲板部・機関部の職員および部員の資格証明のための最小限の要件の明示

　・訓練および評価方法の明示

　・シミュレーターによる訓練の導入と一部の強制化

　・ＧＭＤＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ  Ｍａｒｉｔｉｍｅ  Ｄｉｓｔｒｅｓｓ  ａｎｄ  Ｓａｆｅｔｙ  Ｓｙｓｔｅｍ:海上における遭難およ

び安全のための全世界的な制度）導入に伴う無線部職員の訓練および資格証明に関する指

針の明示

　・甲板部職員に対する無線通信の義務づけ

　・非常時における職務の安全上、医療および生存に関する最小限の要件の明示と強制化

　・特定の船舶に乗り込む者に対する特別な訓練要件の明示

となり、これを受けてプロジェクトが計画に追加した主な技術移転内容は、

　・ＧＯＣ（Ｇｅｎｅｒａｌ  Ｏｐｅｒａｔｏｒ’ｓ  Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ：一般無線通信士）資格の取得および

ＧＭＤＳＳ通信士に関するシミュレーターによる訓練

　・タンカーに乗り組む職員のためのシミュレーターによる訓練

　・救命・消火・医療の諸訓練

の３点である。

現在の技術移転実施状況について、教育訓練の基本であるカリキュラム面に関しては、１９８２

～１９８８年のＩＭＯ技術協力が行われた際、教育内容の見直しが行われており、長期専門家らの調

査結果によりＥＮＰの現在のカリキュラムは１９７８年ＳＴＣＷ条約に準拠していることが確認されて

いる。
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１９９５年改正ＳＴＣＷ条約に関してはＩＭＯモデルコースを取り入れることとしているが、

ＧＭＤＳＳシミュレーターにかかるカリキュラム作成指導の短期専門家を１９９８年１月に派遣して、

今後さらに１９９８年９月末の協力期間終了まで継続して協力を行うことにしている。

シラバスについては、機材供与に関連した科目で１９７８年ＳＴＣＷ条約に関する部分について変

更追加が必要なものは実施したが、１９９５年改正ＳＴＣＷ条約による新たな科目に関してはマニュ

アル作成、機材を使用しての操作指導などの技術移転を現在継続中である。また、パナマ側の

ＥＮＰ移転期間中の指導中断などにより、プロジェクト期間内に技術移転の完了が困難な状況であ

る。

日本側より供与した機材のなかでの主要機材および技術移転の進捗状況は以下のとおりである。

（１）航海分野（表３－１）

　１）ＧＭＤＳＳシミュレーター

ＧＭＤＳＳシミュレーターは１９９７年６月にＥＮＰへ到着し短期専門家によって据え付けら

れたが、現在はＥＮＰ移転に備えて仮設の状態となっている。

カリキュラム・シラバスについてＩＭＯモデルコースを採用する計画であり１９９８年１～

３月の間に派遣された短期専門家によって検討されたが、ＥＮＰの現状に合ったものにする

ための検討がさらに必要である。また、取り扱い・保守用教材はメーカー作成のマニュア

ルを参考にして作成中である。

機材の操作訓練は短期専門家によって緊急通信に関する項目がすでに実施されている。

その他の安全通信・一般港務通信に関する技術移転は今後順次実施される予定となってい

る。なお、国際電気通信条約に付属するＲ／Ｒ（Ｒａｄｉｏ  Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ：無線通信規則）に沿っ

た技術移転には通信士の経験を有する専門家が行う必要があり、この件に関して日本から

表３－１　航海分野の供与機材にかかる技術移転進捗状況（１９９８年５月末現在）

供与機材 実習シラバス マニュアル 授業への活用 設置時期

ジャイロコンパス 改訂終了 作成済み 実施 １９９６.１１

レーダーＡＲＰＡシミュレーター 改訂終了 作成済み 方法検討 １９９６. ５

ＧＭＤＳＳシミュレーター 改訂検討中 作成中 方法検討 １９９７. ７

タンカーシミュレーター 改訂検討中 未定 方法検討 １９９８. ７

セクスタント（六分儀） 改訂終了 作成済み 実施 １９９５.１２

ＧＰＳ機材 改訂終了 作成済み 実施 １９９７. ３

気象観測機材 改訂終了 作成済み 実施 １９９７. ３
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短期専門家の派遣も考慮する必要がある。

また、パナマ国内におけるＧＯＣ（一般無線通信士）資格の発効については、資格の承認

を行う大蔵省船舶領事局（ＳＥＣＮＡＶＥＳ）がＩＴＵ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

Ｕｎｉｏｎ： 国際電気通信連合）の認可を受けた機関ではないため、ＳＥＣＮＡＶＥＳをＩＴＵに認

められた国際的に通用する資格承認機関にすることが不可欠であるとともに、国内法の整

備が必要となっている。

ＳＥＣＮＡＶＥＳの資格問題については、現在パナマにおけるＩＴＵ承認機関であるＥｎｔｅ

Ｒｅｇｕｌａｄｏｒｅ  ｄｅ  Ｌｏｓ  Ｓｅｒｖｉｃｉｏｓ  Ｐｕｂｌｉｃｏｓを含め、３者で協議中であり、近日中に解

決される見通しである。

主な訓練内容は下記のとおりである。

・遭難・緊急通信、安全通信

・一般港務通信および機器操作要領

・国際通報システムおよび気象通報

　２）タンカーシミュレーター

１９９５年改正ＳＴＣＷ条約では、近年多発するタンカーによる重大海難事故の防止のため、

タンカーの船長、職員および部員の能力に関する最小限の要件が強制規定されている。

世界の荷動きの１／３が原油であること、またパナマ周辺海域の北米、カリブ海は石油

流通の過密地帯のひとつであること、商船教育機関が石油タンカーの訓練課程を整備して

おくことが実質的に必須であることなどを考慮し、ＥＮＰに対してタンカーシミュレーター

訓練に関する協力を行っている。

訓練機材の現地到着予定が１９９８年６月の見込みであり、ＥＮＰの移転時期にからむこと

から技術移転の開始は８月以降に設定されている。

カリキュラム・シラバスはＩＭＯモデルコースを参考にして、次のような内容を含んだも

のを作成予定である。

主な訓練内容は下記のとおりである。

・積荷作業計画・実施作業での習熟訓練計画実施手順

・積荷計画、アンバラスティング、タンク内圧力管理作業

・揚荷作業計画／実施要領

・揚荷計画、アンバラスティング、タンク内圧力管理作業、原油洗浄作業

・タンク／パイプライン／ポンプ類保全作業

・洗浄作業、ポンプ／ライン点検要領、スロップ処理

・特殊貨物運搬船の基礎知識

・タンカーの船体構造、事故防止など危険物取り扱いにかかる事項
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・国際条約および関連法規、原油の性質・産地別差異と取り扱い要領

大型原油タンカーにおける貨物取り扱い指導者としての経験のないカウンターパートへ

の技術移転には、シミュレーター訓練を単なるコンピューターの操作としてではなく、実

際の作業を念頭に置いたものにする必要がある。

　３）レーダーＡＲＰＡシミュレーター（ＡＲＰＡ：アルパ：衝突予防援助装置）

機材は１９９５年４月に現地に到着したが、パナマ側の予算措置などの都合から１９９６年

２月に据え付けられた。その後、コンピューター部に故障が発生し日本で修理を必要とす

る事態が生じたが、これに迅速に対応し、実際の技術移転は１９９６年５月から実行された。

使用開始までの間にカリキュラム・シラバスの検討、マニュアル作成、カウンターパート

に対する研修を実施し、現在では学生に対する教育訓練、あるいは卒業生などに対する再

教育訓練に頻繁にかつ有効に使用されている。

持つべき技術レベルをさらに向上させ、あるいは上位目標とする上位の海技免状取得の

レベルに資する段階に到達するためには、今後カウンターパートに対する技術移転の内容

を改めて検討し、さらに応用的な教育訓練が実施できるよう必要な技術移転を実施するこ

とも将来的課題として検討に値する。

　４）ジャイロコンパスおよびその他の供与機材

ジャイロコンパスおよびその他の供与機材についてはカリキュラム・シラバスの検討、

マニュアルの作成などが行われ、それぞれの場所に据え付けあるいは保管され、講義・実

習の各場面で有効に活用されている。

（２）機関分野

実習が利用される供与機材のうち主な機材の現在の技術移転進捗状況は以下のとおりであ

る（表３－２）。

　１）ディーゼルエンジンプラント

ディーゼルエンジンプラントは、１９９６年１１月に現地に到着し、パナマ側の予算措置の

国内手続きの関係でただちに設置工事が開始できない状況にあったが、急きょＥＮＰの移転

の問題が浮上し大がかりな工事を伴うディーゼルエンジンプラントの据え付けは一時凍結

された。その後、ようやく移転先が決定し、パナマ側は移転および新校舎整備に伴う経費

負担の財政上の理由からエンジンプラントを設置する施設建設について日本側の支援を要

請してきた。日本側は同機材の早期利用開始がプロジェクトにとって有意義であるとの判

断のもとに、プロジェクト基盤整備費を利用し、１９９８年４月より移転先のアルブロック

地区において施設建設を開始し、９月には完工予定である。

表３－３に、ディーゼルエンジンプラント建設・設置工事工程表を示す。
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使用した訓練内容および指導方法の教授などを訓練する時間は最低１年程度が必要である

と考えられる。

主な訓練内容は下記のとおりである。

・ディーゼルエンジンプラント運転取り扱い・指導方法

・配電盤実習装置の運転取り扱い・指導方法

・ディーゼルエンジン保守整備・指導方法

　２）ポンプ性能試験装置、電気回路実習装置、ディーゼル機関燃焼状態解析装置

上記３種の機材供与は１９９８年７月ごろの到着が予定されている。これらの機材の技術

移転について実習シラバスは検討中であるが、本格的な技術移転はＥＮＰの移転終了後開始

となる。

ディーゼル機関燃焼状態解析装置に関する指導については、ディーゼルエンジンプラン

トが稼働してから実践的な指導、技術移転が可能となることから、プロジェクト終了時ま

での技術移転は困難であると考えられる。

訓練内容は下記のとおりである。

・ディーゼルエンジン燃焼解析装置取り扱い・指導方法

・ポンプ性能試験装置操作取り扱い・指導方法

・電気回路実習装置操作取り扱い・指導方法

　３）その他の供与機材

その他の供与機材については、現在講義・実習場面に活用されているもののＥＮＰ移転に

伴う移設に関して、実習教室の配置と訓練機材の効果的配置を専門家とカウンターパート

が協議中である。

（３）航海分野・機関分野共通（表３－４）

なお、供与機材の現在の技術移転進捗状況は以下のとおりである。

　１）消火・救命・応急医療機材

１９９５年改正ＳＴＣＷ条約に対応して新しく供与することとした機材であり、１９９７年１１

表３－４　航海分野・機関分野共通の供与機材にかかる技術移転進捗状況
（１９９８年５月末現在）

供与機材名 実習シラバス マニュアル 授業への活用 設置時期

ＶＴＲ教材 改訂 作成済み 実施 １９９６. ３

端艇 改訂検討中 作成中 方法検討 １９９８. ７

消火・救命・応急医療器材 改訂中 作成中 一部試行 １９９７.１１
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月現地に到着して、デモンストレーションを含む試行的実習は一部実施済みであるが、体

系的なシラバス・マニュアル・授業への活用方法は現在検討中である。

（４）日本側専門家の活動実績

表３－５に、これまでの専門家の活動実績を示す。

表３－５　日本側専門家の活動実績（１９９４年１月～１９９８年３月）

年　度 実　　　　　　　　績

１９９３年度 ・プロジェクト活動の基盤整備

１９９４年度 ・カリキュラム・シラバス把握・検討
・自動制御実習装置仕様検討
・ディーゼルエンジンプラント導入検討
・ディーゼルエンジンプラント仕様書検討・作成
・供与機材設定場所改装資料作成
・定例ミーティング制度の開始
・レーダーシミュレーター実習内容の検討・指導要領の作成
・合同委員会実施（１９９４年１１月１５日）
・供与機材有効活用のためのカリキュラムの改編および指導用資料・モデル教材の作成

１９９５年度 ・レーダーシミュレーター実習用教材作成
・危険予知訓練資料作成
・ジャイロコンパス仕様作成、指導要領作成
・カリキュラム・シラバス検討
・自動制御実習装置カリキュラム・シラバス改訂
・セクスタント（六分儀）実習資料作成
・溶接実習要領作成
・水質試験器の取扱い要領と水質監理に関する資料作成
・合同委員会開催（１９９６年２月８日）

１９９６年度 ・レーダーシミュレーター実習資料作成および操作訓練指導
・パソコン教育
・電気回路実習用機器および計器活用法の検討
・ディーゼルエンジンプラント導入準備作業・関連教材作成
・ＳＴＣＷ９５対応するため教科内容・機材関連検討
・ＧＭＤＳＳ据付け図面作成・ワーキンググループ結成
・次年度導入機材の仕様書作成

１９９７年度 ・ＥＮＰの移転問題（ディーゼルエンジンプラントの据付け中断）
・ＧＭＤＳＳ講習・機器操作要領作成・操作訓練、通信実務資料整理
・ＧＭＤＳＳカリキュラム・シラバス作成開始
・レーダーシミュレーターシナリオ点検・改訂、訓練指導
・ディーゼルエンジンプラント関連教材作成
・ディーゼルエンジンプラント据付け工事仕様・図面検討
・在学生アンケート調査
・補助機械取扱い要領作成
・ボイラーシミュレーターおよび油圧回路実習装置取扱い指導
・タンカーシミュレーターコース指導準備
・合同委員会開催（１９９７年７月９日）
・卒業生追跡調査
・ＥＮＰ所属官庁の変更（１９９８年２月海運庁へ所管官庁変更）
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3 － 2　実施の効率性

（１）  日本側投入

　１）長期専門家派遣（表３－６）

長期専門家については、リーダー、調整員、航海および機関の４分野について合計８名

の長期専門家を派遣した。ＥＮＰからは長期専門家の派遣期間はより長期間が望ましいとの

意見があったが、カウンターパートおよび教育省担当者とのミーティングを持ちつつプロ

ジェクトの円滑な遂行に努めた。

実施した技術移転は次のとおりである。

・プロジェクトの所期の目的である１９７８年ＳＴＣＷ条約および１９９５年改正ＳＴＣＷ条約

とＥＮＰの教育訓練カリキュラムの整合性を検討した。

・わが国を含む他の国々の船員養成期間カリキュラムとの比較検討を行い、教育訓練内

容の妥当性を検討した。

・これらを総合して強化しなければならない部分を指摘し、必要なカリキュラム・シラ

バスの改正、補強を行った。

・上記作業を踏まえて、供与機材の仕様検討などを行い、据え付け準備から導入まで作

業監督を行った。

・導入した機材については、その取り扱い要領を作成し、カウンターパートに対して教

育訓練カリキュラムへの取組みを検討・提案した。

　２）短期専門家および据え付け技師派遣（表３－７）

プロジェクトの進捗に合わせて延べ２１名の短期専門家（１９９８年度派遣予定７名を含む）

および据え付け技師を派遣し、機材の据え付け・取り扱い説明などを実施した。

表３－６　長期専門家派遣実績

分　　野 氏　　名 期　　間

リーダー 岡辺　光邦 １９９４. ２.２１～１９９６. ２.２８

リーダー 山内　　悟 １９９６. ２.１４～１９９８. ９.３０

航海 根木　三郎 １９９４. １.２７～１９９７. ３.２６

航海 湯川　君平 １９９７. ３.１０～１９９８. ９.３０

機関 礒谷　　潔 １９９４. １.２７～１９９６.１０.１５

機関 高野　健吉 １９９６.１０. １～１９９８. ９.３０

業務調整 中川　　晋 １９９３.１１.１７～１９９７. ３.３１

業務調整 伊藤玄一郎 １９９７. ４.１０～１９９８. ９.３０
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ＧＭＤＳＳシミュレーターのカリキュラム・シラバスに関する短期専門家については日本

側の人員の都合からプロジェクトの要請どおり派遣できず、また、パナマの制度上の問題

も存在することもあって、技術移転の遅れの要因のひとつになっている。

他については、人数・質ともに適切であり、機材の据え付け・取り扱い要領などを効率

的に実施できた。

ＧＭＤＳＳシミュレーターにかかる短期専門家の派遣については、早急な追加派遣の要請

がプロジェクトから出されている。

表３－７　短期専門家および据付け技師派遣実績

分　　　　野 氏　　　名 期　　　間

ディーゼルエンジンプラント据え付け計画 今井　利明 １９９４.１１.２７～１９９６.１２.２８

ディーゼルエンジンプラント据え付け計画 長尾　哲治 １９９４.１１.２７～１９９６.１２.２８

レーダーＡＲＰＡシミュレーター据え付け計画 前田　　一 １９９５.　１.　８～　　　　１.２４

レーダーＡＲＰＡシミュレーター据え付け計画 永渕　国明 １９９５.　１.　８～　　　　１.２４

自動制御実習装置据え付け計画 西尾　真人 １９９５.　５.３１～　　　　６.１８

レーダーＡＲＰＡシミュレーター据え付け 永渕　国明 １９９６.　１.３１～　　　　３. １

レーダーＡＲＰＡシミュレーター据え付け 本田　勇二 １９９６.　１.３１～　　　　３. １

レーダーＡＲＰＡシミュレーター据え付け 本田　勇二 １９９６.　５. ７～　　　　５.２１

ディーゼルエンジンプラント据え付け 長尾　哲治 １９９６.　５.１０～　　　　７. ９

ディーゼルエンジンプラント据え付け 大平　和一 １９９６.　６.１７～　　　　７. １

ジャイロコンパス据え付け計画 高橋　宗光 １９９６.１１.１０～　　　 １１.２４

ＧＭＤＳＳシミュレーター据え付け 大塚　行徳 １９９６.　６.２３～　　　　７.２１

ＧＭＤＳＳシミュレーター取り扱い指導 神谷　太郎 １９９７.　７. ７～　　　　８.２１

ＧＭＤＳＳシミュレーターカリキュラム指導 高橋　亮一 １９９８.　１. ７～　　　　３. ６

タンカーシミュレーター操作 青木　　猛* １９９８.　８.１７～　　　　９.１２

レーダーシミュレーター操作管理 永渕　国明* １９９８.　６.２８～　　　　７.２７

ディーゼルエンジンプラント据え付け（機装） 佐藤　千春* １９９８.　６. １～　　　　９.１５

ディーゼルエンジンプラント据え付け（電装） 畑　　　孜* １９９８.　７.１５～　　　　９.１５

ディーゼルエンジンプラント据え付け（原動機） 増田　　博* １９９８.　７.１５～　　　　９.１５

ディーゼルエンジンプラント据え付け（計装） 上村　　博* １９９８.　８.１０～　　　　９.３０

ディーゼルエンジンプラント据え付け（制動機） 山岸　高見* １９９８.　９. １～　　　　９.１５

（注）＊の付いた専門家および据付け技師の派遣は予定である。
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　３）カウンターパート研修（表３－８）

カウンターパート研修は１６名（１９９８年度を含む）実施され、ＧＭＤＳＳシミュレーターの

基本操作にかかる研修では日程の都合上全課程に出席することができず、ＧＯＣ資格所得に

必要な修了の証明書が得られないカウンターパートもいたが、供与機材メーカーでの操作・

保守にかかわる研修、コンピューター関係の研修など、プロジェクトを進展させるうえで

内容・時期・期間とも適切であった。教授陣の人数が少ないＥＮＰにとって長期間の日本で

の研修は学校の運営や、授業に支障があるが、研修期間を極力休み期間を利用して実施す

るなどの方法で対応したことから好評であった。

カウンターパートは帰国後、日本で行った研修で得た知識を講義に活用している。

　４）供与機材

機材供与はプロジェクト予定協力期間で約６．６億円が実施され、１９７８年ＳＴＣＷ条約お

よび１９９５年改正ＳＴＣＷ条約に定められた教育を実施するうえで重要な要素になっている

表３－８　カウンターパート研修実績

研修項目 氏　　名 期　　間 現　　職

船員行政 Ａｎｔｏｎｉｏ　Ｍｏｔｔａ １９９３.１１.１５～ 　　１２. ５ 退職（前校長）

船員行政 Ａｎｔｏｎｉｏ　Ｓｕａｒｅｚ １９９３.１１.１５～ 　　１２. ５ 退職

航海 Ｃｅｓａｒ　Ｒｅｙｅｓ １９９４. ７. ４～ 　　１０.２６ 副校長

航海 Ｇａｂｒｉｅｌ　Ｇｕｔｉｅｒｒｅｚ １９９４. ７. ４～ 　　１０.２６ カウンターパート

教育管理 Ｍａｎｕｅｌ　Ｓａｌｖａｄｏｒ １９９４.１１. ３～ 　　１２. ４ 教育省

航海 Ｐｅｄｒｏ　Ｈｅｒｒｅｒａ １９９５. ６. ２６～ 　　１０.２４ 退職

機関 Ａｎｔｏｎｉｏ　Ｓｕａｒｅｚ １９９５. ６. ２６～ 　　 ７. ８ 退職

航海 Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ １９９５.１１.２７～ 　　１２.２１ 副校長

船員行政 Ｅｄｉｌｍａ　Ｍｏｒｅｎｏ １９９６. ６. １１～ 　　 ６.２９ 教育省

航海 Ｃａｒｌｏｓ　Ｃｈａｎｇ １９９６. ６. ２４～ 　　１０.２９ 航海科長

機関 Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ １９９６. ６. ２４～ 　　１０.２９ 副校長

機関 Ｊａｖｉｅｒ　Ｃａｓｔｉｌｌｏ １９９７. ９. ２～ 　　１１. ６ 機関科長

航海 Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ １９９７. ９.１６～ 　　１１. ６ 校長

航海 Ｌｏｇｉｏ　Ａｖｉｌａ １９９７. ９.２５～ 　　１１. ６ カウンターパート

航海技術 Ｅｎｃａｒｎａｃｉｏｎ　Ｔｏｒｉｂｉｏ １９９８. ６. １５～ 　　 ８.１１ カウンターパート

航海技術 Ｃｅｓａｒ　Ｒｅｙｅｓ １９９８. ６. １５～ 　　 ８.１１ 副校長
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ばかりでなく、パナマ唯一の国立船員教育機関として存在価値を高めるものとなっている。

航海分野供与機材は表３－９のとおりである。

航海分野の機材供与については時期、質および数量ともに適切であり、１９９５年ＳＴＣＷ

条約で強制要件になったタンカーシミュレーターについても迅速に機材を供与することと

したため、効果的に教育を実施することができるようになっている。

表３－９　航海分野の供与機材および担当教官

供与機材 担当教官

レーダーＡＲＰＡシミュレーター Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

セクスタント（六分儀） Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

ジャイロコンパス Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

緊急救命具 Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

ＧＭＤＳＳシミュレーター Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

ＧＰＳ Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

気象観測器具 Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

消防員装具 Ｖｉｃｅｎｔｅ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ

タンカーシミュレーター Ｃａｒｌｏｓ　Ｃｈａｎｇ

端艇 Ｃａｒｌｏｓ　Ｃｈａｎｇ
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機関分野の供与機材は表３－１０のとおりである。

機関分野の機材供与については、現地調達および現在使用中の機材に関しては質・量とも

に問題はないが、ディーゼルエンジンプラントについては移転先に設置することとしたため、

現時点で技術移転に使用が開始されてないが、現在据え付け工事を実施中であり今後の活用

が期待される。

プロジェクト開始後の卒業生は、日本側から技術移転された機材の取り扱い実習を行って

いるため、座学終了後の１年間の乗船実習において、実機の操作に関して高く評価されてい

る。

表３－１０　機関分野の供与機材および担当教官

供与機材 担当教官

自動制御実習装置 Ｊａｖｉｅｒ　Ｃａｓｔｉｌｌｏ

電気溶接機 Ｊｙｏｊｉ　Ｒｕｎａ

ボイラー水試験機 Ｊａｖｉｅｒ　Ｃａｓｔｉｌｌｏ

教材ビデオテープ 全教官

電気関係計器、電気回路部品 Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ

ディーゼルエンジンプラント Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ

ポータブルＰＨ計 Ｊａｖｉｅｒ　Ｃａｓｔｉｌｌｏ

ボイラーシミュレーター Ｊａｖｉｅｒ　Ｃａｓｔｉｌｌｏ

油圧回路実習装置 Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｂａｘｔｅｒ

機器カットモデル 全教官

電子回路実習装置 Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ

電気空気回路実習装置 Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｂａｘｔｅｒ

電気回路実習装置 Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ

ポンプ性能試験装置 Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｂａｘｔｅｒ

ディーゼル機関燃焼状態解析装置 Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ
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（２）パナマ側投入

　１）ＥＮＰのカウンターパートを含む教官配置

パナマ側のカウンターパートを含む教官配置実績は表３－１１のとおりである。

そのほかに部員教官４名、非常勤講師２０名がＥＮＰに配置されている。

カウンターパートの配置について、協力開始時のＲ／Ｄおよびミニッツで以下の要件が日

本およびパナマ間で合意されている。

・航海科および機関科にそれぞれ少なくとも３名配置する

・カウンターパートの資格として、ＥＮＰの専属常勤者であること、英語が堪能であるこ

と、ＥＮＰ講師として教育経験が３年以上、または同等の経験があること

などがある。

計画打合せ調査の際、調査団からカウンターパートの資格・身分について改善要求した

ことがあり、また、カウンターパートのなかには、カウンターパート研修修了後退職し、

パナマ運河委員会（ＰＣＣ）に転職した者がいたが、すぐに後任のカウンターパートが配置

され、協力開始時のＲ／Ｄの取り決めのとおり常に３名が配置されており、技術移転に支

障はなかった。

　２）予算措置

プロジェクトに対するパナマ側の予算措置は、運転手・秘書の給与の支払い、機材の整理

のための措置など、協力開始時のＲ／Ｄの基本事項を遵守すべく努力したものと考えられる。

プロジェクトにかかるパナマ側の投入実績を表３－１２に示す。

表３－１１　カウンターパートを含む教官配置実績

氏名 分野 勤続年数 役　　　職

Ｃｅｓａｒ　Ｒｅｙｅｓ 航海 ８年 副校長　　カウンターパート

Ｃａｒｌｏｓ　Ｃｈａｎｇ 航海 ７年 航海科長　カウンターパート

Ｅｎｃａｒｎａｔｉｏｎ　Ｔｏｒｉｂｉｏ 航海 ５年 　　　　　カウンターパート

Ｃａｒｌｏｓ　Ａｙｕ 航海 ２年

Ｄｉｏｎｏｒａ　Ｄｕｇｉａｔｉ 航海 ２年

Ｈｅｃｔｏｒ　Ｍｏｊｉｃａ 機関 ９年 副校長　　カウンターパート

Ｊａｖｉｅｒｏ　Ｃａｓｔｉｌｌｏ 機関 ８年 機関科長　カウンターパート

Ｇａｂｒｉｅｌ　Ｇｕｔｉｅｒｒｅｚ 機関 ５年 　　　　　カウンターパート

Ｇｕｉｌｌｅｒｍｏ　Ｃｏｒｒｅａ 機関

Ｒｏｌａｎｄｏ　Ｓｔｅｒｌｉｎｇ 機関
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3 － 3　効果（インパクト）

（１）卒業生の進路状況

ＥＮＰの学生は４年間の座学の後１年間の海運会社での乗船経験を経て、卒業後は２等航

海士または２等機関士の海技免状を取得できる。学生の卒業後の進路については十分把握さ

れていないが、多くの者が船舶職員として海上勤務に就いている。就職後海運会社で２～３

年の乗船経験を身に付けた後、陸上の海運関連産業に転職する者が相当数存在する。

１９７７～１９９６年の卒業生回答者数２２７名のうち、８３％が海事関連産業に就業しており、そ

のうち約７０％がパイロットやエンジニアとしてパナマ運河委員会で勤務している。
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（２）パナマ運河委員会との関係

パナマ運河委員会は、パナマの海運関連産業のなかで給与面で恵まれているためＥＮＰ卒業

生の就職希望者が多く、現在、パナマ運河運営に必要な要員の３２％をＥＮＰ卒業生が占めて

いる。特にパナマ運河が１９９９年１２月３１日正午にパナマへ返還される予定であり、パナマ

運河委員会のパイロット、船舶検査技師など高度な専門技術を持つ多くの人材が必要とされ

ることから、船員養成機関としてのＥＮＰへの期待が今後さらに高まるものと思われる。

このような状況を背景として、パナマ運河委員会は座学の学生に対しＥＮＰプログラムに

のっとった訓練を実施してＥＮＰを支援しており、最近では所有するクレーン船を改装して訓

練船として提供し、運河内で航海訓練を実施している。

以下にパナマ運河委員会への就職者数とパナマ運河委員会が行うＥＮＰへの学生支援訓練ト

レーニングの状況を示す。

　１）ＥＮＰ卒業生のパナマ運河委員会（ＰＣＣ）への就業者数

　２）パナマ運河委員会（ＰＣＣ）のＥＮＰ学生訓練支援状況

ＰＣＣは毎年ＥＮＰの学生を独自のトレーニングセンターなどに受け入れ訓練を実施してい

る。

１９９８年が２５回目であった。訓練の期間や内容はしだいに変わってきているというが、

１９９８年は下記のように行われた。

表３－１４　ＥＮＰ卒業生のパナマ運河委員会（ＰＰＣ）への就業者数

１９９３ １９９６ １９９７.２ １９９８ １９９８.４
全体数

ＥＮＰ÷　全
体

（％）

パイロット
　　無限定資格
　　限定資格

３０　
１３　

３７　
２３　

３９　
２３　

５３　
１４　

２４６　
４１　

２２　　　
３４　　　

合　　計 ４３　 ６０　 ６２　 ６７　 ２８７　 ２３　　　

ＰＵＰ
タグボート船長
タグボート航海士
タグボート機関士

１１　
１９　
９　
１６　

９　
２６　
１２　
３９　

１０　
２４　
２０　
４２　

１５　
２９　
２０　
５１　

４０　
９４　
４４　
１０２　

３８　　　
３１　　　
４５　　　
５０　　　

総　　計 ９８　 　１４６ 　１５８ 　１８２ ５６７　 ３２　　　

（注）ＰＵＰ（Ｐｉｌｏｔｓ　Ｕｎｄｅｒ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ）：パイロット訓練生〔上の表では、ＰＵＰ＋ＰＩＰ
　　　（ＰｉｌｏｔｉｎＴｒａｉｎｉｎｇ：ＰＵＰ）として集計した。〕
　　　なお、ＰＣＣには、ドックセーラー（いわゆる綱取り人夫など）として約２０００名が働い
　　　ており、かなりの数のＥＮＰ部員コース卒業生がそのなかに含まれているといわれるが、数
　　　字としては今のところわれわれには把握できていない。
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１年生（注）　　 １／５～１／１６：一般講座

２年生（Ｎ＆Ｅ） １／１９～１／３１：基礎講座

３年生（Ｎ＆Ｅ） １／２６～４／１７：現場見習訓練（タグボート、パイロットボート、

ドレッジャーなどにて。約７００ＵＳドル／Ｍａｎ／Ｍｏｎｔｈ程度

の手当て付き）

（注） １年生はまだ航海科、機関科に分かれていない。

１９９８年４月現在、過去の受入延べ訓練生数は下記となっている。

オリエンテーションプログラム　・・・１２７３名（過去２５年間）

航海科現場見習訓練　・・・・・・・・ ３４４名（過去 ８年間）

機関科現場見習訓練　・・・・・・・・ １６５名（過去１１年間）

なお、最近ＰＣＣは、老朽化したクレーン船「ＡＴＬＡＳ」号（建造：１９３４年、全長：１８８

フィート、トン数：１１７０）を訓練船に改装し、ＥＮＰ学生の訓練にも提供しはじめた。

すなわち、１９９８年４月２７日より部員コースの学生１０名を単位として順次１週間の訓

練を、職員コースは５月１４日より４年生から４名を単位として順次１週間の訓練を運

河内で開始している。

3 － 4　計画の妥当性

（１）協力開始時における計画の妥当性

パナマ運河を有し、また、優遇税制を取り入れて外国船主による船舶登録を促進し、その

結果、船舶の登録隻数が世界第１位となっているパナマにおいて、海運関連産業は経済の命

脈を握る重要な産業である。

このような社会情勢を背景に、パナマ教育省は１９５８年、唯一の国立船員養成機関として

ＥＮＰを設立した。その後、１９８２年にＩＭＯはＥＮＰの訓練内容を１９７８年ＳＴＣＷ条約に準拠す

るよう、パナマ政府と技術援助プロジェクトを開始した。これにより、カリキュラムの整理、

教育訓練機材の整備などが実施され、１９９１年パナマは１９７８年ＳＴＣＷ条約を批准した。し

かしながら、近年の電子工学の急速な進歩を受けて航海計器類の近代化はめざましく、ＥＮＰ

の教育訓練内容は同条約に基づいて行われているもののＩＭＯ供与機材の老朽化が進み、十分

な訓練が実施されていなかった。

このような状況を背景に、パナマ政府はＥＮＰに対する技術協力を日本政府に要請してきた

ものであり、世界有数の便宜置籍国であるパナマでの船員の質の向上に資する本プロジェク

トが持つ意義は大きい。
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（２）実施中の変化に対する対応

本プロジェクト開始時には、ＳＴＣＷ条約は１９７８年規則が適用されており、ＰＤＭにおける

プロジェクトの目的は、ＥＮＰが１９７８年ＳＴＣＷ条約に適合した訓練を行うようになることと

なっていた。

一方、外部条件として、１９７８年ＳＴＣＷ条約の内容が著しく変更されないことがあげられ

ていたが、引き続いて発生する重大海難事故の防止を目的にＳＴＣＷ条約が１９９５年の国際会

議において改正され、１９９７年２月に発効することとなった。

１９９５年改正ＳＴＣＷ条約の内容は、法律および制度面に関する一般規定および資格基準、

該当する教育訓練内容、資格証明、当直基準に大別される。

本プロジェクトに関連する項目は、今回から強制されることになったレーダーＡＲＰＡシ

ミュレーター訓練や新たに導入されることになったＧＭＤＳＳ無線通信士の資格取得に必要な

教育・訓練などであった。このことから１９９５年改正後のＳＴＣＷ条約に対応するためには、

ＧＭＤＳＳなど新たな教育訓練に関するカリキュラムの検討・作成および機材の導入が必要で

あったが、このうち機材の導入についてはレーダーＡＲＰＡシミュレーターおよびＧＭＤＳＳシ

ミュレーターが当初から供与機材にあげられていたため、改正ＳＴＣＷ条約に対応して必要な

機材として、航海科・機関科共通科目の救命・消火・医療の諸訓練に必要な諸機材や、タン

カー訓練を有効に実施するための機材を充実させることで対応できた。

（３）評価時における当該案件のニーズの高さ

１９７９年９月のトリホス・カーター条約の調印により１９９９年１２月３１日にパナマ運河が

米国からパナマに返還されることになっている。このためパナマ運河委員会は現在、パナマ

運河委員会職員のパナマ人化を進めており、専門知識を有し、かつ、ある基準以上の乗船履

歴を持つ船員を多数必要としている。また、パナマ運河返還に合わせて運河を中心とした地

域における新しいサービスも計画されており、これにも専門知識を有する船員を必要として

いる。

このほか荷役ターミナルや日本海事協会（ＮＫ）などの海事関連産業においても、管理運営

要員・検査官などで専門知識を有するパナマ人の採用が進んでいる。

特に本プロジェクト開始後は、最新の供与機材によるＥＮＰの教育・訓練に対する期待が大

きく、パナマ運河委員会、海運会社のみならず広く海事関連産業のＥＮＰ卒業生に対する需要

が高まっており、ＥＮＰの存在意義は非常に大きくなっている。

（４）過去１０年間の入学者数および卒業者数

プロジェクト開始後、学生数の若干の増加はみられるものの、現在は安定した状態である。

表３－１５に最近１０年間（１９８８～１９９８年）のＥＮＰの学生数の推移を示す。
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3 － 5　自立発展性

（１）制度的側面

ＥＮＰが移転を予定している運河返還地域は、学術都市財団がパナマ政府から委託されて管

理し、大学などの教育・研究機関を集めた学術都市の建設が計画されている。ＥＮＰは日本が

供与した最新の設備を有するパナマ唯一の国立船員養成機関であることから、その中核的な

一機関として位置づけられている。

また１９９８年２月の大統領令によりパナマ国省庁の海運、船舶、港湾、海洋資源など、海

事関係機関を集約した海運庁が新たに設立され、ＥＮＰの所管官庁は教育省から海運庁に移管

された。

教育省は小学校など多数の一般公立学校を管理しており、船員養成機関であるＥＮＰが必要

とする対応が困難であったが、今後は海運庁の船員行政を担当する船員局に属する唯一の教

育機関となることから、その位置づけが高まるとともに組織が強化されることが期待される。

海運庁長官は、海運庁がパナマにおけるＥＮＰの位置づけの重要性を十分に認識してお

り、ＥＮＰの活動を積極的にバックアップする旨を明らかにしていることから、自立発展性は

高いものと考えられる。

図３－１と図３－２に海運庁の組織図およびＥＮＰの組織図を示す。
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（２）財政的側面

所管官庁が教育省から海運庁へ移り、海運庁船員局唯一の教育機関になったこと、教育税

から配算される船員教育関連予算枠が法律的に規定されていることから、ＥＮＰ教官の待遇面

や施設の維持管理などＥＮＰの管理・運営に対する予算上の改善が期待できる。

また、レーダーＡＲＰＡシミュレーターなどの供与機材を活用して社会人を対象とするセミ

ナーを開催するなど、１９９５年改正ＳＴＣＷ条約対応の再教育を実施することによる独自の収

入の確立など、ＥＮＰを取りまく財政的状況は好転していることから、ＥＮＰは今後、財政的に

自立発展していくと考えられる。

（３）技術的側面

ＥＮＰにおける船員教育の質を高い水準に保つには、技術移転を受けたカウンターパートが

今後もＥＮＰでの船員教育に携わるとともに、その技術を伝えていくことが重要である。

過去には日本でのカウンターパート研修修了後退職し、給与面で恵まれたパナマ運河委員

会に転職したカウンターパートがいたが、パナマ運河委員会のパナマ人職員が増加しており、

今後はパナマ運河委員会からの求人が減少することが考えられること、また海運庁への移管

によりＥＮＰの位置づけが高まるとともに給与面での改善が期待できることから、カウンター

パートの定着が図られるものと考えられる。またＥＮＰは１９９８年からパナマ運河委員会の船

舶を使用して実習が開始されており、座学による理論、供与機材を利用した実習に加えて、

船舶を使用した実習を効果的に取り込むことにより、効果的な教育効果を生むことが期待で

きる。

このようにＥＮＰは、パナマ運河委員会をはじめとする関連機関との関係を強化することに

より、関連機関が求める技術を教育に反映するとともに、関連機関の協力を得て効果的な教

育訓練を展開することができるものと思われる。
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第４章　総　　　括

4 － 1　教訓と提言

プロジェクトは、日本・パナマ双方の努力により着実な成果をあげつつある。またＥＮＰが海運

庁へ移管され組織強化・適切な予算措置がなされることにより活動が活発化すると考えられる。

これらのことにより、本プロジェクトの成果は船員教育の近代化に大きく貢献し、パナマにおけ

る海事・海運に重点を置く開発政策に合致するものである。しかしながら、ＥＮＰ移転に伴う機材

設置などの遅れに起因する技術移転未完了の部分がありフォローアップ協力の必要性があると判

断する。今後ＥＮＰが自立発展していくため

・教官の定着と増員

・図書館機能の充実

・船員再教育コースの実施

・機材維持管理の予算措置に配慮した学校開発計画の立案

以上４点に必要な予算について、海運庁と協議することが重要であるとの提言を行った。

4 － 2　所管官庁の変更

１９９８年２月に制定された法律により海運庁が設立され、ＥＮＰの所管官庁は教育省から海運庁

へ移管された。現在は移管の準備期間にあたっていることから、１９９８年については教育省が実

質的に予算措置を行っており、ＥＮＰの移転も教育省の管轄のもとで実施されている。

なお、調査団は海運庁長官にＥＮＰに対する方針を聴取したところ、海運庁はパナマにおけ

るＥＮＰの位置づけの重要性を十分に認識しており、予算措置などについてＥＮＰの活動を積極的

にバックアップする旨明らかにした。

4 － 3　ＥＮＰ移転等 ―― 所管官庁の変更とＥＮＰの移転

パナマ市中心部と空港とを結ぶパナマ市南部高速自動車道の建設計画に伴い、運河返還地域で

あるアルブロック地区にＥＮＰの移転が決定されている。後者は米軍の士官宿舎跡の２棟を改装

し、現在の校舎と同様、教室、実験室・管理・事務施設および寄宿舎関係施設などが設けられる

計画である。ディーゼルエンジンプラントの施設もこの士官宿舎跡近くに建設中である。

現在予定しているＥＮＰの移転について調査団は以下を確認した。

・ＥＮＰの移転は１９９８年７月２４日まで実施される。

・教育省はＥＮＰの移転費用として約４万ＵＳドル、改装費として約１８万ＵＳドルを予算措置し

ている。
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4 － 4　プロジェクト延長について

（１）フォローアップ協力の必要性

本プロジェクトはＥＮＰにおいてＳＴＣＷ条約に準拠した教育を行うため、実習に必要な機材

を選定し、これら機材を利用した教育プログラム開発（シラバス、教師用テキスト）、機材の

操作方法、保守管理、教育目的利用法などについて技術移転を行ってきた。

「航海」「機関」の両分野とも技術移転が完了していない項目についてのさらなる指導が必

要であり、また、現在ＥＮＰは移転問題に対処しているところであるが、これまでの成果を着

実なものとするためにも新校舎における実習室整備についても支援が必要であり、フォロー

アップ協力での対応について必要性が認められる。なお、各協力分野ごとのフォローアップ

期間中の指導内容は以下のとおりである。

　１）航海

・ＧＭＤＳＳシミュレーターにかかる技術移転については、１９７８年のＳＴＣＷ条約にでは

推奨要件であり、機材の基本操作のみを技術移転する計画であったが、１９９５

年ＳＴＣＷ条約においてはこれが強制要件となり、これに対応するために、より水準の

高い技術協力が必要となった。これに対し専門家は１９９７年６月の機材到着以来技術

移転を実施しているが、技術移転項目のうちマニュアル作成および運用方法の策定に

ついてはさらに技術移転を継続する必要がある。

・タンカーシミュレーターは１９７８年のＳＴＣＷ条約においては記述がなかったため、当

初の技術移転項目に含まれていなかったが、１９９５年ＳＴＣＷ条約においては、これが

強制要件となり協力内容に急きょ組み入れた。機材到着は１９９８年６月であり、技術

移転項目は実習シラバス作成、マニュアル作成および運用方法の策定である。

・上記２点を検討すると、技術移転の完了には１年間のフォローアップが必要であると

考えられる。

　２）機関

・ディーゼルエンジンプラントについては１９９５年度供与機材であり、１９９６年７月か

らパナマ側による設置工事が実施される予定であったが、パナマ側の予算不足および

ＥＮＰ移転場所の未決定から１年あまり設置工事が実施されず、現在日本のプロジェク

ト基盤整備費の執行により１９９８年９月据え付け完了予定で設置工事が実施されてい

る。当該機材にかかる技術移転項目は実習シラバス作成、マニュアル作成および運用

方法の策定である。

・ディーゼル機関燃焼解析装置については、ディーゼルエンジンプラントに関連する機

材であり、ディーゼルエンジンプラントと並行してマニュアル作成および運用方法の

策定などの技術移転を行う必要がある。
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・上記２点を検討すると、技術移転の完成には１年５カ月のフォローアップが必要で

あると考えられる。

　３）業務調整

・１９９７年３月にＥＮＰの移転問題が発生し、パナマ側のみならず日本側専門家チームも

移転計画の策定および実施について支援しているのが現状である。現在の計画では７

月２４日までに移転が実施され、以降、１９９８年中をめどに改装工事が実施される予定

であるが、プロジェクトの成果を確実なものとするための運営面での継続した協力が

必要である。プロジェクト側では現地語教科書作成などの活動も計画しているところ

であり、航海・機関両分野の専門家が技術協力を円滑に進め、さらにその成果をＥＮＰ

の船員教育に根づかせるためには業務調整の必要性はきわめて高いと考えられる。し

たがって、ＥＮＰ移転、改装工事、体制再整備がなされることになる１年５カ月のフォ

ローアップ期間中の派遣が必要であると考えられる。

（２）フォローアップ協力機関

プロジェクトは１年５カ月をフォローアップ機関として２０００年２月末日までの協力を

継続する（ＥＮＰの学事スケジュールから学年末が２月中旬となるため終了時点を２月末に設

定）。

専門家派遣については、航海（１年）、機関（１年５カ月）、調整員（１年５カ月）とし、

フォローアップの当初１年間は３名体制、後半５カ月は２名体制とする。

本プロジェクトのフォローアップの必要性および期間は上記のとおりである。また、在パ

ナマ日本大使館およびＪＩＣＡパナマ事務所などとの協議、報告等のなかで「日本としては海運

立国であるパナマに対し、１９９９年末日のパナマ運河返還の際にわが国が技術協力を実施して

いるという事実は、同国に対する政策的、広報的な観点からも重要であると考えられる」と

いうコメントを得ている。



資　　　料

１　ミニッツ（英文、西文、和文）

　　　　　　　　　　　　　　２　学校改装計画図

　　　　　　　　　　　　　　３　供与機材リスト
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1　ミニッツ（和文）

ミニッツおよび合同評価報告書（仮訳）

パナマ航海学校強化プロジェクト

日本の技術協力にかかわる日本とパナマの評価調査団の議事録

国際協力事業団（以下「ＪＩＣＡ」という）により組織され江口秀夫を団長とする日本の評価調査

団（以下「調査団」という）は１９９３年９月３０日に署名の討議議事録（以下「Ｒ／Ｄ」という）に

基づいてパナマ航海学校強化プロジェクト（以下「プロジェクト」という）を評価するためパナマ

共和国を訪問した。

パナマ共和国の滞在中、日本側調査団は、プロジェクトの評価に関してパナマ国の関係者と討

議した。討議の結果、日本側とパナマ側の両サイドは、相互にここに添付するドキュメントに関

することがらに同意した。

本書は等しく正文である英語および西語によりそれぞれ２通作成した。解釈の違いが生じた場

合は英文を優先する。

パナマシティ、１９９８年５月２７日　
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付属文書

１．移管所管官庁移管後の運営システム

付表１にあるパナマ海運庁基本法第３３章（法令７、１９９８年２月１０日）からの引用で説明

されているとおり、パナマ航海学校（以下「ＥＮＰ」）の所管官庁が制定法により教育省からパナ

マ海運庁に移管する。

調査団は、移行後のＥＮＰ運営システムを付表２にある組織図に表されることを確認した。

２．所管官庁移管後のＥＮＰ予算確保

パナマ海運庁は、管理・予算システムを整備中であり、１９９９年１月１日からはＥＮＰの予

算管理を担当することとなる。船員教育の重要性を認識し、その教育に十分な予算を組み込む

所存である。

３．教育省による１９９８年度ＥＮＰ予算

ＥＮＰ所管官庁が教育省からパナマ海運庁に移管するにあたり、行政的諸手配が進行中である

が、１９９８年度のＥＮＰ予算は事実上教育省が行うものとする。

また、学校の移転に４万ドル、改装・設備導入に１８万ドルを確保することを調査団は確認

した。

４．学校移転計画

調査団は、学校移転が付表３のスケジュールに従って実施され、また、移転にかかわる予算

が十分に用意される（付表４）ことを確認した。

５．プロジェクト最終評価

プロジェクト評価結果により、日本とパナマ双方が合同運営委員会を開き、合同評価報告書

（付表５）を作成した。

６．プロジェクト完了後について

合同運営委員会にてパナマ側は、プロジェクト協力期間後の技術協力に関するフォローアッ

ププログラムを要請した。これに関しては、チームが日本に帰国してから評価結果に基づいて

検討する。

付表１～４　和訳省略
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〈付表１〉　パナマ海運庁基本法第３３章

　　　 （第４項の記述において海運庁船員総局の管轄下にパナマ航海学校を置くことを明文化）

〈付表２〉　パナマ海運庁組織図

〈付表３〉　パナマ航海学校移転スケジュール

〈付表４〉　移転に伴う予算措置計画

　〈付表５〉

パナマ航海学校強化プロジェクト

日本の技術協力に係わる合同評価報告書

１９９８年５月２７日　

１　序　文

１－１　評価調査団

パナマ航海学校（Ｅｓｃｕｅｌａ  Ｎａｕｔｉｃａ  ｄｅ  Ｐａｎａｍａ、以下ＥＮＰ）は、１９５８年パナマ国教育

省により設立された同国唯一の国立船員養成機関である。

日本の技術協力として、パナマ航海学校強化プロジェクトは、ＥＮＰが１９７８年ＳＴＣＷ条約に

見合う研修課程を実施できるようになることを目的として、１９９３年１０月１日から５年間の

予定で協力が行われてきた。

Ｒ／Ｄの第５項に基づき、５名のメンバーからなる日本の評価調査団（以下調査団）および

パナマの関係機関は、本プロジェクトの協力期間終了５カ月前に、実施協議の際に設定された

計画の達成度を確認するとともに、目標達成度、効果、実施の効率性、計画の妥当性、自立発

展性の観点から評価を行い、評価結果を両国政府関係機関に報告するものである。

１－２　評価スケジュール

評価日程は次のとおりである。
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１－３　評価関係者

　１－３－１　日本側

　　（１）  江口秀夫／団長　　　　ＪＩＣＡ

　　（２）  米原健一／航海　　　　運輸省

　　（３）  奥田勝三／機関　　　　運輸省

　　（４）  松井　恒／計画評価　　ＪＩＣＡ

　　（５）  岸並　賜／評価分析　　㈱パデコ

　１－３－２　パナマ側

　　（１）  Ｍｉｕｒａ　ｄｅ　Ｃｒｅｓｐｏ　教育省教育総局長

　　（２）  Ｓａｍｕｅｌ　Ｓａｎｃｈｅｚ　 教育省高等教育局長

　　（３）  Ｒｕｂｅｎ　Ｒｅｙｎａ　　　　 海運庁長官

　　（４）  Ａｌｆｒｅｄｏ　Ｂｒｏｃｅ　 経済企画省技術協力課長

１－４　評価方法

評価は、日本とパナマ両国の合同により、計画達成度および評価５項目、すなわち目標達成

度、効率性、効果、妥当性、自立発展性の観点から実施された。実施状況を評価するため次の

資料を用いた。

　（１）  Ｒ／Ｄ

　（２）  プロジェクト実施期間中に同意および承認されたミニッツ、その他文書

　（３）  日本人専門家、パナマ人カウンターパートおよび海運関係機関からの聞き取り調査結

果

　（４）  プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）

日　付 スケジュール

５月
１８ 月

ＥＮＰとの打合せ（スケジュール確認）
新プロジェクト・サイトの視察
学術都市財団とのミーティング

１９ 火 パナマ海運局、ＥＮＰとの協議、資料収集

２０ 水 ＥＮＰとの協議、資料収集

２１ 木 ＭＩＰＰＥ、ＭＥ、ＥＮＰとの協議　資料収集

２２ 金 ＰＣＣ、ＥＮＰとの協議　資料収集

２３ 土 団内打合せ

２４ 日 団内打合せ

２５ 月 合同運営委員会

２６ 火 ミニッツ準備

２７ 水 ミニッツ署名
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２　プロジェクトの要請背景、経緯および要約

２－１　プロジェクト要請背景と経緯

パナマ航海学校（Ｅｓｃｕｅｌａ  Ｎａｕｔｉｃａ  ｄｅ  Ｐａｎａｍａ：ＥＮＰ）は、１９５８年パナマ国教育省に

より設立された同国唯一の国立船員養成機関である。

１９８２年から４年間、国際海事機関（ＩＭＯ）は同校の教育訓練内容をＳＴＣＷ条約に準拠すべ

く技術協力を実施した。ＥＮＰにおける教育訓練は同条約に基づいて行われているものの、ＩＭ

Ｏの供与機材は老朽化が進み十分な効果があがっていないのが実情である。また、法律で定め

られているパナマ国籍船へのパナマ人船員の乗組定数は満たされておらず、さらに２０００年の

パナマ運河管理のパナマ国帰属を控え、同国人船員の不足解消も将来的な課題となっている。

このような状況のなか、パナマ政府は日本政府にＥＮＰに対するプロジェクト方式技術協力を要

請した。

日本側は、１９９２年１０月に事前調査団を派遣したのに続き、１９９３年９月に実施協議調査団

を派遣してＲ／Ｄに署名し、プロジェクトが開始された。

プロジェクトの主要な事項は、導入される機材を用いたカリキュラム等の作成、座学等にか

かる技術移転である。協力期間は１９９３年１０月１日から１９９８年９月３０日までである。

２－２　プロジェクトの目的

プロジェクトの目的はＥＮＰが、１９７８年ＳＴＣＷ条約に見合う教育課程を実施できるようにな

ることであり、以下の成果が期待されている。

　（１）ＥＮＰは、１９７８年ＳＴＣＷ条約に対応する実習を実施できるようになる。

　（２）ＥＮＰが、１９７８年ＳＴＣＷ条約に十分見合う座学の質を向上させることができるようにな

る。

日本の技術協力は航海と機関に関して実施されたが、その内容は以下のとおりである。

　（１） 機械と設備の導入スケジュールに従って、実習のシラバスとカリキュラムを作成するこ

と。

　（２） 新たに導入される機械と設備を運用および保守し、さらに、それらを実習に利用するこ

と。

　（３） 座学のカリキュラムを改善し、改訂されたカリキュラムに必要な研修機材を作成するこ

と。

　（４） 座学の教育手法を開発すること。



─ 86 ─

３　評価結果

３－１　計画達成度

プロジェクト計画内容の達成度は、別紙１のとおりである。

３－２　目標達成度

カリキュラムについては、１９７８年改正前ＳＴＣＷ条約（以降１９７８年ＳＴＣＷ条約）に規定され

た必要な知識・技能は含まれており、現在のプロジェクトでは１９９５年改正後のＳＴＣＷ条約（以

降１９９５年ＳＴＣＷ条約）に適合するための技術移転を実施している。シラバス（講義細目）につ

いては、１９７８年ＳＴＣＷ条約に対応するために必要な追加・変更は完了している。また、これ

に付随する機材を用いた実習要領としてマニュアル作成、操作指導、保守指導、講義に組み入

れる活用に対する指導もすでに実施されている。これらの技術協力は、パナマ航海学校が実施

している船員教育の質の向上に貢献している。パナマ航海学校における教育は理論および実習

の局面で飛躍的に向上し、ＳＴＣＷ条約に準拠した教育を実践できるように改善しつつある。し

かしながら、学校移転に伴う機材設置の遅れ、１９９５年ＳＴＣＷ条約に準拠するための追加機材

への対応等の時間的制約から予定協力期間内での技術移転が終了しないものもある。

３－３　効果（インパクト）

卒業生の多数は船員として船会社に就職し、長期間勤務を継続する者は２等航海士・機関士

となっており、船舶輸送に携わっている。パナマにおいては、運河パイロット、機関士および

船舶検査技師などの人材が必要とされている。ＥＮＰはパナマの海運業界のニーズに応える基本

的な能力を備えた人材を育てることを期待されている。

３－４　実施の効率性

　３－４－１　日本側投入

　　（１）専門家の派遣

ＪＩＣＡは８名の長期専門家と１４名の短期専門家を派遣した。プロジェクト終了までに

さらに７名の短期専門家が派遣される計画である。

　　（２）研修員受入

ＪＩＣＡは日本での研修のためパナマ人カウンターパートを１４名受け入れた。プロジェ

クト終了までにさらに２名のカウンターパートを受け入れる計画である。

　　（３）機材供与

これまでに約６億５４００万円の機材がＪＩＣＡから供与された。プロジェクト終了まで

にさらに約５００万円相当の機材が供与される計画である。
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日本側からの投入については別紙２を参照

　３－４－２　パナマ側投入

　　（１）パナマ人カウンターパートの配置

パナマ側は別紙３に示すようにカウンターパートを配置している。

　　（２）プロジェクトのための予算措置

パナマ側のプロジェクトの効果的、効率的な実施・運営のための予算措置は、別紙４

に掲げるとおりである。

　３－４－３　投入の効率性

専門家派遣については、要請どおりの派遣期間に満たなかった短期専門家１名を除き専門

家はほぼ計画どおり派遣された。

カウンターパート研修については、操作・保守にかかわる研修等、非常に有効であった。

さらに研修人数、期間とも適切であった。

供与機材については、船員教育の質の向上を図るプロジェクトの目標を達成するために不

可欠なものである。これについては質・量は適切なものであったが、タイミングについては

機材設置の遅れから技術移転に支障をきたしたものもあった。

ディーゼルエンジンプラント施設については日本側が財政的支援を行って建設中である。

パナマ側投入については、過去カウンターパートが本邦研修後に退職するという事態が生

じたが、すぐに後任カウンターパートを配置し、Ｒ／Ｄにおける取り決めのとおり常に６名

が配置されており、技術移転に大きな支障はなかった。

プロジェクトに対するパナマ側の予算措置は、これまであらゆる努力を行っている。

３－５　計画の妥当性

パナマにおいては、海運業は同国の最も重要な産業として認識されており、パナマ航海学校

は同国の唯一の国立船員教育機関である。本プロジェクトは船員教育の質の改善を目的として

おり、したがってパナマの国家政策とまさしく合致している。

卒業生が勤務する船会社に対するヒアリングをしたところ、卒業生は航海士・機関士として

勤務する基礎的な技術は有しているとの評価である。船会社は学校に対し、さらに高度な教育

を実施し、より優秀な人材を育成することを要望している。したがってパナマ唯一の国立船員

養成機関であるパナマ航海学校が存在する意義は大きい。
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３－６　自立発展の見通し

　３－６－1　制度的側面

パナマ航海学校はパナマ唯一の国立船員養成機関であり、１９９８年、学術都市財団に加盟、

同財団の中核的な機関である。また、１９９８年、所管官庁が教育省から海運庁に移管されたこ

とにより、以前にも増し海運業界と密接な関係を築くこととなることから、今後さらに重要

性を増していくものと考えられる。パナマ航海学校は１９９８年７月に移転が予定されている

が、技術移転を遅滞なく推進することが肝要である。

　３－６－２　財政的側面

学校の所管官庁が海運庁に移管され、海運業界と強固な関係を築くことにより学校への予

算の増加が期待される。また、法律により海事教育に対し国家予算の３％が支出されること

となり、その一部はパナマ航海学校のために利用されることが期待されている。さらに、現

在、卒業生対象のセミナー参加費の一部を学校運営費としている。したがって、今後、財政

的に自立発展していくものと考えられる。

　３－６－３　技術的側面

カウンターパートは、技術移転が進捗している機材については船員教育に活用していく自

信を持っている。今後は、移転された技術を用いた教材を作成することが大切である。プロ

ジェクトを通して訓練を受けたカウンターパートが継続して船員訓練に従事することによっ

て、パナマ航海学校は高い教育の質を維持することができる。

近年、パナマ運河委員会の好意によりパナマ航海学校の学生に対し船上訓練を開始された。

これにより、教室での理論、シミュレーターを使用した実習訓練、および船上での経験がき

わめて効率よく組み合わされることとなった。パナマ航海学校の船員教育は海運の現在およ

び将来のニーズを反映する必要があるため、技術的な観点から、実社会に敏感で、技術革新

に対応した教育を実施していくために、パナマ運河委員会およびその他の海運機関と緊密な

関係を保つ必要がある。

４　結　論

４－１　評価結果

プロジェクト目標は、双方の継続的努力により着実に目標達成に向かっている。特にパナマ

航海学校の今後の展望として所管官庁の海運庁への移管による組織強化および予算増加により、

さらに活動が活発化するものと考えられる。本プロジェクトの協力結果は、パナマの船員教育

の質の向上と近代化をもたらし開発政策に貢献することが期待される。
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４－２　教訓と提言

技術移転を成功裏に行うためには、技術移転を受けている国が海運の国際規定に照らし合わ

せ国内規定を考慮することが重要である。たとえば、ＧＭＤＳＳの訓練に関しては、パナマ航海

学校によって発行される証明書が、無線通信規制を満たすかたちで認可される必要がある。

ＥＮＰが自立発展するために、下記の方策がとられるべきである。

・訓練を受けた教育者の定着と増加

・参考書の増加および情報収集による図書館の機能強化

・海運業界のニーズに合った船員教育の提供

・機材の保守・管理のための十分な予算配分

ＥＮＰは上記４項目を考慮に入れ、自らの発展計画を作成するとともに必要な予算を明確にし、

パナマ海運局と協議するべきである。

４－３　今後の見通し

本プロジェクトは学校移転という事態によって生じた機材設置の遅れ等の理由により、ごく

一部の機材に関しては技術移転が当初計画どおり進捗しなかった。現在、プロジェクトは遅れ

を取り戻すべく最大限努力している。しかしながら、仮に技術移転が予定された期間内に終了

しない場合は、供与機材を教育的に有効に活用するため技術移転を継続する必要があろう。　
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